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※ １か月の拘束時間等の他の規定からは、予期し得ない事象への対応時間を除く
　 ことはできません。

・ タクシー運転者が、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅
延した場合、１日及び２暦日の拘束時間から、予期し得ない事象への対応時間を
除くことができます。

・ 予期し得ない事象への対応時間により、１日及び２暦日の拘束時間が最大拘束
時間を超えた場合、勤務終了後、
　　　１日の勤務の場合には継続 11時間以上、
　　　２暦日の勤務の場合には継続 24時間以上
　の休息期間を与えることが必要です。

１  次のいずれかの事象により生じた運行の遅延に対応するための時間であること。
　  ①  運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。
　  ②  運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。
　  ③  運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。
　  ④  異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと。
　  ※  当該事象は「通常予期し得ない」ものである必要があり、例えば、平常時の交通状況等から事前に発生
　   を予測することが可能な道路渋滞等は、これに該当しません。

２  客観的な記録により確認できる時間であること。
　  次の①の記録に加え、②の記録により、当該事象が発生した日時等を客観的に確認できる必要がありま
す。①の記録のみでは「客観的な記録により確認できる時間」とは認められません。

　  ①  運転日報上の記録
　　  ・ 対応を行った場所
　　  ・ 予期し得ない事象に係る具体的事由
　　  ・ 当該事象への対応を開始し、及び終了した時刻や所要時間数
　  ②  予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料
　 　   例えば次のような資料が考えられます。
　 　ア  修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等
　 　イ  フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し
　 　ウ  公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情報の写し（渋

滞の日時・原因を特定できるもの）
　 　エ  気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報等の写し

〈 ポイント 〉 予期し得ない事象への対応時間の考え方

　「予期し得ない事象への対応時間」とは、次の１、２の両方の要件を満たす時間をいいます。

予期し得ない事象への対応時間の取扱い
（改善基準告示第２条第３項）
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　予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、改善基準告示の適用となる１日及び２暦日の拘束時間
は、実際の時間から予期し得ない事象への対応時間を除いた時間になります。

〈 ポイント 〉 予期し得ない事象への対応時間に係る計算方法（日勤勤務の場合）

（実際の時間から予期し得ない事象への対応時間を除いたことにより、改善基準告示の適用となる１日の拘束時間は
15時間となり、基準を満たします。ただし、賃金支払いの対象とすべき労働時間は、18時間－休憩時間です。）

※16:00～21:00の間で運転

6：00 17：00 20：00 24：0021：0016：00

拘
束 18時間

（図）運転中に事故の発生に伴い、道路が渋滞した場合（日勤勤務の場合）

運転中の17：00に事故の発生に遭遇し、20：00まで道路渋滞が生じたため、３時間の運行の遅延が生じました。

3時間事 故

拘 束 時 間 ⇨ 18時間     ‐    3時間     ＝     15時間

実際の時間
予期し得ない
事象への
対応時間

改善基準告示の
適用となる時間

道路渋滞への
対応に要した時間
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